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軽
自
動
車
税
種
別
割
は
、
毎
年

４
月
１
日
現
在
で
原
動
機
付
自
転

車
、
二
輪
車
、
軽
自
動
車
、
小
型

特
殊
自
動
車
︵
農
耕
用
含
む
︶
な

ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
は
５
月
２

日
㈭
に
発
送
し
ま
す
。

※

納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
は
コ
ン

　
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
マ
ー

　
ト
フ
ォ
ン
決
済
、
地
方
税
お
支

　
払
い
サ
イ
ト
で
は
取
り
扱
い
で

　
き
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
、
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
で

納
付
さ
れ
る
方
へ

　
お
支
払
い
後
５
日
間
は
窓
口
で

納
付
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、
車

検
用
納
税
証
明
書
が
発
行
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
時
期
に
車
検
を
予
定

し
て
い
る
方
は
、
令
和
５
年
度
の

納
税
証
明
書
を
利
用
し
て
、
早
め

に
車
検
を
受
け
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

　 
税
務
課
︵
☎
内
線

147
︶

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、
教
育
や

福
祉
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行

う
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
の
納
付
の
ほ
か
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
を
利

用
し
た
納
付
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通

知
書
︵
５
月
７
日
㈫
発
送
︶
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　 

岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所

︵
☎

058
ー

279
ー

３
７
８
１
︶

　
　
　  

税
務
課
︵
☎
内
線

147
︶

　
市
・
県
民
税
は
、
令
和
６
年
１

月
１
日
現
在
市
内
に
お
住
ま
い
の

方
を
対
象
に
、
前
年
︵
令
和
５
年

１
月
か
ら
12
月
︶
の
所
得
に
対
し

て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
給
与
か
ら
の
天
引
き
で
納
付
し

て
い
た
だ
く
、
令
和
６
年
度
市
・

県
民
税
︵
特
別
徴
収
︶
に
つ
い
て

は
５
月
20
日
㈪
に
紙
面
ま
た
は
エ

ル
タ
ッ
ク
ス
で
税
額
通
知
書
を
各

事
業
所
な
ど
へ
発
送
し
ま
す
。

　
市
・
県
民
税
︵
特
別
徴
収
︶
の

対
象
者
の
令
和
６
年
度
所
得
証
明

書
、
所
得
課
税
証
明
書
お
よ
び
非

課
税
証
明
書
の
発
行
も
５
月
20
日

㈪
か
ら
開
始
し
ま
す
。

※

公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
や
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
市
・

県
民
税
を
納
付
さ
れ
る
方
に
つ

い
て
は
、
納
税
通
知
書
発
送
や

証
明
書
発
行
開
始
が
６
月
以
降

に
な
り
ま
す
。

　 

税
務
課
︵
☎
内
線

143
︶

　
農
業
振
興
地
域
内
農
用
地
区
域

︵
農
振
農
用
地
︶
に
指
定
さ
れ
て

い
る
農
地
の
転
用
に
は
、
事
前
に

農
振
農
用
地
か
ら
の
除
外
手
続
が

必
要
で
す
。

受
付
期
間
　

　
５
月
１
日
㈬
〜
31
日
㈮
　

　
８
時
30
分
〜
12
時
、

　
13
時
〜
17
時
15
分

　︵
土
日
、
祝
日
を
除
く
︶

※

受
付
期
間
中
に
除
外
の
見
込
み

　
が
あ
る
と
判
断
で
き
た
案
件
の

　
み
、
要
望
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

※

受
付
後
の
要
望
書
類
提
出
期
限

　
は
、
６
月
７
日
㈮
ま
で
で
す
。

※

日
程
調
整
の
た
め
、
来
庁
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
受
付
期
間

以
外
で
も
相
談
は
随
時
可
能
で

す
。

※

10
月
に
も
同
様
の
受
付
を
行
う

　
予
定
で
す
。

受
付
場
所

　
・
農
業
振
興
課
︵
要
望
地
が
旧

　
中
津
川
市
内
︶

６
 

2024年   ５月

軽
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

５
月
31
日
㈮
で
す

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

５
月
31
日
㈮
で
す

令
和
６
年
度
　
市
・
県
民
税

︵
特
別
徴
収
︶に
つ
い
て

農
業
振
興
地
域
内
農
用
地
区
域
の

除
外
・
編
入
要
望
の
受
付

問

問

問

問

　
・
各
総
合
事
務
所
︵
要
望
地
が

　
旧
恵
北
地
区
と
山
口
地
区
︶

受
付
要
件
　
転
用
目
的
が
地
域
住

　
民
の
生
活
上
必
要
な
施
設
で
緊

　
急
を
要
す
る
限
定
的
か
つ
具
体

　
的
な
も
の
で
、
立
地
条
件
が
周

　
囲
の
営
農
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

　
い
こ
と
。
な
お
、
集
団
化
し
た

　
農
地
や
ほ
場
整
備
さ
れ
た
農
地

　
を
除
外
す
る
こ
と
は
原
則
と
し

　
て
で
き
ま
せ
ん
。

必
要
書
類
　
農
地
お
よ
び
転
用
計

　
画
の
確
認
が
で
き
る
も
の
︵
登

　
記
簿
、
字
絵
図
、
配
置
図
、
現

　
況
写
真
な
ど
︶

　 

農
業
振
興
課
︵
☎
内
線

248
︶

担
当
課

　令和５年度に、岐阜県により土砂災害（特別）
警戒区域が追加指定されたことを受け、土砂災
害のおそれがあり、避難所として適さない施設
の見直しを行いました。また、令和６年度中の
耐震化工事により施設の強度が担保される見込
みの加子母公民館は、避難所として追加指定し
ます。
避難所の指定を取消しする施設
地域活性化センター（神坂）
坂下総合体育館（坂下）
せせらぎ会館、かたらいの里（川上）
ふれあいのやかたかしも（加子母）
付知公民館、アートピア付知交芸プラザ、付知
福祉センター、花街道センター（付知）
田瀬区民会館（福岡）
避難所として追加指定する施設
加子母公民館（加子母）
　 防災安全課（☎内線161）

公共の避難所変更のお知らせ

問

有　料　広　告


	6

